
特殊車両通行許可申請（オンライン）マニュアル

　　令和７年３月より、一定の条件を満たした特殊車両通行許可申請については

　ちば電子申請サービスを利用してのオンライン受付を開始しました。

　　オンライン受付の開始に伴い、特殊車両通行許可申請（オンライン）マニュアルを

　作成しましたので、申請の際はご活用ください。
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特殊車両通行許可のオンライン申請手続きについて

オンライン申請が可能な条件は下記のとおりです。

下記以外の申請は従来どおり書面での申請をお願いいたします。

・申請経路に未収録道路がなく、個別審査が生じない申請

ただし、個別審査が生じていても、協議を要しない場合は申請可能です。

例：個別審査の内容が道路法適用外道路に関するもの など

・車種区分が「新規格車」で、千葉県の未収録道路または個別審査の生じる申請

・車種区分が「新規格車」で、協議先が１箇所以内の申請

（ 上記条件を満たした申請を書面でご提出いただいても構いません ）
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１　手続き申込について

　（１）ちば電子申請サービスにアクセスし、

　　　　下記①～③の手順に沿って操作してください。

　　　　　①「手続き申込」の検索キーワードに「特殊車両」と入力

　　　　　②「絞り込みで検索する」を押下

　　　　　③「特殊車両通行許可申請」を選択

（ ちば電子申請サービス：https://apply.e-tumo.jp/pref-chiba-u/offer/offerList_initDisplay ）
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１　手続き申込について

　（２）手続き申込の画面において、下記①～③のいずれかを選択してください。

　　下記①～③の手順に沿って操作してください。　・利用者登録が未済の方　→　①または②

　　　①「手続き申込」の検索キーワードに「特殊車両」と入力　・利用者登録済みの方　　→　③

　　①を選択した場合

　 　利用者登録を省略して申請可能ですが、申請の都度、申請画面で担当者氏名等を

　　下記①～③の手順に沿って操作してください。　入力いただく必要があります。

　 ②を選択した場合

　［ヘルプ］の［第３章　利用者管理］－［3.2.1利用者情報登録］を参照のうえ

　利用者登録をお願いします。

　（ 参照先URL：https://test.e-tumo.jp/help/PREFCB/profile3-2-1.htm ）

　　③を選択した場合

　 　利用者IDとパスワードを入力のうえ、ログインして申請手続きに進んでください。

※ 事前にご確認ください ※

利用者区分で「代理人」を選択すると、システム上で委任状の申請、及び承認手続きが必要になります。

（［ヘルプ］－［第４章 代理申請］参照 https://apply.e-tumo.jp/help/PREFCB/dairi4-1.htm ）

「個人」を選択いただければ、従来通りの書類提出のみで申請可能です。
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１　手続き申込について

　（３）手続きに関する説明と利用規約を確認のうえ「同意する」を押下してください。

（利用者登録をしていない場合は、同意後、メールアドレスの入力が必要です。）

（説明画面をスクロールいただくと、利用規約が表示されます）
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２　申請手続きについて

　（１）申込画面において下記情報を選択／入力してください。

　※申請者区分は、利用者登録時の「申請者区分」と一致させる必要はありません

　※納付情報は操作不要です

個人の方が申請される場合

・申請者区分　　　　　　　　　「個人」

・申請件数　　　　　　　　　　「１件」または「２件」を選択

・同一経路の有無　　　　　　　「有」または「無」を選択

・申請書類　　　　　　　　　　必要書類をZIPファイルにまとめてアップロード

・その他　　　　　　　　　　　申請にあたり、伝達事項があれば記入

・担当者氏名／フリガナ　　　　申請者本人の情報を確認または入力

・郵便番号、住所、電話番号　　申請者本人の情報を確認または入力

法人が申請される場合

・申請者区分　　　　　　　　　「法人」

・申請法人名称／フリガナ　　　申請する法人名を入力　　

・申請件数　　　　　　　　　　「１件」または「２件」を選択

・同一経路の有無　　　　　　　「有」または「無」を選択

・申請書類　　　　　　　　　　必要書類をZIPファイルにまとめてアップロード

・その他　　　　　　　　　　　申請にあたり、伝達事項があれば記入

・担当者氏名／フリガナ　　　　申請手続き担当者の情報を確認／入力

・郵便番号、住所、電話番号　　申請手続き担当者の情報を確認／入力

申請代理人が申請される場合

・申請者区分　　　　　　　　　「代理人」

・行政書士事務所名　　　　　　申請代理人が所属する事務所名を入力　　

・申請者名／フリガナ　　　　　申請の依頼元となる法人名または個人名を入力

・申請件数　　　　　　　　　　「１件」または「２件」を選択

・同一経路の有無　　　　　　　「有」または「無」を選択

・申請書類　　　　　　　　　　必要書類をZIPファイルにまとめてアップロード

・その他　　　　　　　　　　　申請にあたり、伝達事項があれば記入

・担当者氏名／フリガナ　　　　申請代理人の情報を確認／入力

・郵便番号、住所、電話番号　　申請代理人の情報を確認／入力

　（２）入力内容を確認のうえ「確認へ進む」を押下してください。
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２　申請手続きについて

　（３）申込確認画面で申請内容を確認し、「申込む」を押下してください。

　（４）申込完了の画面が表示されましたら、申請書類の提出手続き完了です。

　　「整理番号」と「パスワード」は必ずご確認ください。

　　　　後日、手数料金額確定のメールが送付されますので、

　（４）申込完了の画面が表示されましたら、申請書類の提出手続き完了です。　　メールが届きましたらお支払いの手続きをお願いいたします。

　　手数料の納入確認をもちまして、申請の受付となりますのでご注意ください。
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３　申請手数料の支払いについて

　（１）ちば電子申請サービスのトップ画面にて「申込内容照会」を選択し、

　　　　「整理番号」と「パスワード」を入力して「照会する」を押下してください。
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３　申請手数料の支払いについて

　（２）「申込詳細」の「納付情報」にて、各種決済方法に応じたリンクを選択し

　　　　手数料のお支払いをお願いします。

　　操作方法の詳細は下記に記載した［ヘルプ］をご参照ください。

　　なお、千葉県への支払いに利用できる決済サービスについては

　　県ホームページにてご案内しておりますので、そちらをご覧ください。

ログイン（利用者登録）をして支払う場合

［ヘルプ］－［第１章　手続き申込］

　　　　　－［1.1.5手続き申込（電子納付：ログインする場合）］

　（ 参照先URL：https://apply.e-tumo.jp/help/PREFCB/offer1-1-5.htm ）

　　　 　

ログイン（利用者登録）をしないで支払う場合

［ヘルプ］－［第１章　手続き申込］

　　　　　－［1.1.4手続き申込（電子納付：ログインしない場合）］

　（ 参照先URL：https://apply.e-tumo.jp/help/PREFCB/offer1-1-4.htm ）

!!納付いただいた手数料は返金できません。お手続きの際はご注意ください。!!

申込詳細の画面では、申請の処理状況を確認することもできます。

表示されている処理状況の説明については［FAQ（手続き申込についてのFAQ）］を

ご参照ください。

（ 参照先URL： https://apply.e-tumo.jp/help/PREFCB/faq4-2.htm#A3_3 ）
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４　交付された許可証に関する留意点について

　交付された許可証をシステムからダウンロードしてパソコンで開いた際に、

　「少なくとも1つの署名に問題があります。」と表示されることがあります。

　許可証の有効性には支障ありませんので、ご安心ください。

（ 参 考 ）

          本来であれば「署名の有効性が証明されました」と表示されます。

                  JustPDFで開いていただくと確認できる場合があります。


